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テーマ指定事業  

「障がい者のスポーツ支援事業」  

１．寄付者からのメッセージ  

[寄付者] ジヤトコグループゴルフ愛好家一同 

 ジヤトコグループは、「お客さま・クルマ文化・社会への価値の提供」を企業理念に掲

げています。また新たな中期経営計画の中では、「よき企業市民」となることを目指して

います。企業活動は地域社会とのかかわりの中で営まれています。ジヤトコは、コミュニ

ティの一員として積極的に社会とかかわり、さまざまな形で地域社会に貢献することが、

重要な責務と考え、社会貢献活動を推進しています。 

 毎年ジヤトコグループの社員有志がチャリティゴルフ大会を開催しています。参加者一

同、ゴルフと言うスポーツを愛する者として、何か貢献できることはないかと考え、ふじ

のくに未来財団のテーマ指定寄附を行うことにしました。障がいをお持ちの方がスポーツ

を通じて生き生きと自分らしく過ごしていただくための支援に役立てていただきたいと思

います。 

２．助成対象団体  

応募する団体は以下の（１）～（３）の全ての条件を満たしている必要があります。 

（１）静岡県内に拠点がある NPO・市民活動団体（法人格の有無、活動年数は不問） 

NPO 法人、一般社団法人/一般財団法人（定款において残余財産を公益目的の法人に

配分することを規定する法人に限る）、その他社会貢献に寄与する事業を行なう法人

もしくは団体 

※複数の団体が連携して事業を実施する場合、代表の団体が申請してください。 

（２）広く情報公開をしている団体 

※日本財団公益コミュニティサイト CANPAN 

(http://fields.canpan.info/help/organization14.html） に団体登録し 

情報開示レベル★3 以上の団体 

（３）団体名義の口座を保有していること（個人名義、他団体名義は不可）  

※複数の団体が連携して事業を実施する場合は代表団体名義の口座 

 

http://fields.canpan.info/help/organization14.html
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３．助成対象活動  

応募する事業は、以下の（１）～（２）の要件を全て満たしている必要があります。 

（１）静岡県における「障がい者のスポーツ支援活動」 

（２）これまでに実施されていない新しい事業、または、団体の既存の取り組みの課題等を

改善するための事業、もしくは、これまでの団体の取組を拡大した事業 

※応募は 1 団体につき 1 事業に限ります。 

４．事業の実施期間  

     2019 年 8 月～  ※年度を超えても構いません。 

５．助成予定金額  

 総額  136,960 円 

 事業費の 8 割を助成   ※他の助成金との併用可 

６．助成対象経費  

下記に記載するものが、助成対象経費となります。 

区 分 備    考 

賃 金 事業実施のための賃金 

諸 謝 金 講師謝金等 

旅 費 • 交 通 費 公共交通機関等利用の実費 

車使用の場合は走行した距離に応じて計算 

※単価等については申請団体の規定に従ってください。 

消 耗 品 費 文具、資材等購入費 

※購入単価が 10,000 円を超え、耐用年数が１年以上の物品について 

は、備品購入費として計上してください。 

印 刷 製 本 費 資料の印刷代等 

通 信 運 搬 費 郵便代、配送料等 

会 議 費 事業実施に伴うものに限る 

委 託 費 事業の実施に必要な業務の委託料（事業全部の委託は不可） 
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賃 借 料 会場使用料、資機材使用料等 

備 品 購 入 費 事業実施のために必要不可欠と認められるもの 

※購入単価が 10,000 円を超え、耐用年数が１年以上の物品が該当しま

す。原則として、物品購入費が、補助対象経費総額の 50％を超えな

いようにしてください。 

光 熱 水 費 事業実施に伴うものに限る 

保 険 料 ボランティアの保険料等 

そ の 他 上記以外の経費で財団が必要と認めるもの 

※ 対象とならない経費の例 

団体運営に関わる経常的な経費、対象事業以外の経常的な人件費、領収書等により支

払いが確認できない経費、申請団体のメンバーが所有する物件の賃借料、その他助成

が適当でないと認められる経費 

７．応募までの流れ  

応募にあたっての事前相談、書類受付、提出書類は次のとおりです。 

（１）事前相談・・・応募する場合は、必ず面談にて事前相談を行ってください。 

2019 年 6 月 21 日（金）までに事前相談がない事業については、応募書類の受け取り

はできません。 

 相談窓口 ふじのくに NPO 活動センター内 ふじのくに未来財団助成係 

 電話番号 054-665-8005 

  ※ 来所される際は、担当者が不在の場合もあるため 

    先に電話等でご連絡をお願いします。 

（２）書類提出 

 受付期間 2019 年 4 月 19 日（金）～6 月 28 日（金）書類必着（持参・郵送） 

      ※ファックスや電子メールでの申請は受理できません。 

 提出先  ふじのくに NPO 活動センター内 ふじのくに未来財団助成係 

（３）提出書類 

① 事業計画書（様式第 1-1 号） 

② 収入支出計画表（様式第 2 号） 

※事業計画書等は（公財）ふじのくに未来財団のホームページからダウンロードでき 

 ます。 

（４）ご提出いただいた事業計画書や添付書類は、採用・不採用にかかわらず返却できませ

んので、予めご了承願います。 
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（５）提出後の書類の変更、差し替え若しくは再提出は、原則認めません。ただし、必要に

応じ、追加資料の提出、内容等の追加・修正等の対応をお願いすることがあります。 

（６）事業選考に関するヒアリング等に伴う経費等は、すべて応募者の負担となります。 

８．選考方法  

 応募された事業は、ふじのくに未来財団助成事業選考委員会の委員による評価を踏まえ、

財団が採択・不採択の決定を行います。 

（１）ふじのくに未来財団の事務局から、申請事業について確認する場合があります。 

（２）ふじのくに未来財団が設置する選考委員会により、審査基準に従った書面審査を行い

ます。書面審査で 30 点以上が公開プレゼンテーション審査に進みます。 

（３）公開プレゼンテーション（7 分間）、委員による質疑応答（7 分間）を踏まえ、審査

基準に従い採点を行います。 

プレゼンテーション審査の開催は以下を予定しています。 

  日 時  2019 年 7 月 24 日 （水） 13：30～ 

  会 場  ふじのくに NPO 活動センター 

プレゼンテーション終了後、選考委員会により助成先を決定します。選考結果により、

団体の申請額より助成金額が変更される場合があります。 

（４）選考終了後、速やかに文書で各団体に結果を通知します。 

（５）採択結果は本財団のホームページでも公表します。 

９．選考基準  

選考委員会の委員による助成の選考においては、以下の点を考慮します。 

（１）正当性（必要性）：社会課題の把握が適切か？ 対象と手法は適切か？ 

（２）有効性：課題解決につながるか？ 

（３）効率性：資源は有効に活用する計画か？ 

（４）インパクト：直接的なインパクト、将来社会を変えるきっかけとなるか？ 

（５）自立発展性：事業終了後の事業と組織の継続性 
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１０．助成事業のながれ  

 

１１．助成金支払い方法  

 助成金助成決定額を先払い又は後払いで支払います。先払いの金額及び方法は、事業計画

の内容を勘案し決定します。ただし、先払いにより事前に助成金を受けた場合、事業終了後

の精算額が助成決定より下回った場合、差額を返還していただきます。 

 事業終了後に助成金を受け取る場合、助成事業の終了後 30 日以内に実績報告書を提出し

ていただいた上で、助成決定額を上限として事業実施のために使用した支出額を助成します。 

１２．事業内容の変更・中止  

 やむを得ない事情により、事業内容の変更及び中止を行う場合は、事前に変更承認申請書

（様式第 11 号）、変更事業計画書（様式第 6 号）、変更収入支出計画表（様式第 7 号）を

提出し、本財団の承認を得る必要があります。 

 事業内容の変更により助成確定額が変更となった場合、既に支払い済みとなっている助成

金の返還が生じる場合があります。事業拡大による助成額の増額は認めません。  
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１３．報告書の提出  

 事業終了後、30 日以内に下記の書類を提出してください。 

  ① 実績報告書（様式第 13 号） 

  ② 事業実績書（様式第 14 号） 

  ③ 収支決算書（様式第 15 号） 

  ※収支決算書には、助成対象となる経費の領収書等の添付が必要となります。 

１４．事業の取材・発表  

（１）選定された事業の広報（チラシ、ポスター、ホームページ、SNS 等）にあたっては、

「ふじのくに未来財団」「テーマ指定『障がい者のスポーツ支援』」の助成事業であ

ることを明記してください。表記については、ふじのくに未来財団の確認を得てくだ

さい。 

（２）ふじのくに未来財団助成事業を多くの人に活用していただくため、財団のホームペー

ジ等において事業の紹介を行わせていただきますので、ご協力ください。 

１５．その他  

 採択後、助成対象事業として不適格と認められた場合は、助成決定を取り消すことがあり

ます。また、申請書に虚偽の記載が認められた場合は、助成決定を取り消し、助成金の全額

または一部を返還していただく場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【申請書類提出先】 

〒422-8067  

静岡市駿河区南町 14 番１号 水の森ビル２F 

   ふじのくに NPO 活動センター内 

   (公財）ふじのくに未来財団 

  障がい者のスポーツ支援事業助成係 

【相談・問合せ先】 

 ふじのくに NPO 活動センター内 

  (公財）ふじのくに未来財団 

 TEL: 054-665-8005    FAX: 054-333-5481 

 MAIL:  info@shizuokafund.org 

 HP:  http://www.shizuokafund.org/ 

 Facebook：http://www.facebook.com/fujinokuniff 

 

  〒422-8067  

  静岡市駿河区南町 14 番１号 水の森ビル２F 

    ふじのくに NPO 活動センター内 

 

    (公財）ふじのくに未来財団 

    障がい者のスポーツ支援事業助成係 

 

※切り取ってお使いください。 


